
 

　
　
　

港
湾
法
施
行
令
及
び
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案　

新
旧
対
照
条
文　
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○　

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

目
次 

（
新
設
）

第
一
章　

国
際
戦
略
港
湾
等
（
第
一
条
―
第
一
条
の
三
） 

第
二
章　

港
湾
計
画
（
第
一
条
の
四
） 

第
三
章　

港
務
局
の
債
務
（
第
一
条
の
五
） 

第
四
章　

港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け 

第
一
節　

特
定
用
途
港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
（
第
二

条
―
第
八
条
） 

第
二
節　

特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
改
良
に
係
る
資
金
の
貸
付
け

（
第
九
条
―
第
九
条
の
三
） 

第
三
節　

埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
資
金
の
貸
付

け
（
第
十
条
―
第
十
二
条
） 

第
五
章　

港
湾
区
域
内
の
工
事
等
の
許
可
及
び
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
行
為

の
届
出
等
（
第
十
三
条
―
第
十
五
条
の
四
） 

第
六
章　

港
湾
環
境
整
備
負
担
金
の
負
担
の
基
準
（
第
十
五
条
の
五
） 

第
七
章　

国
派
遣
職
員
に
係
る
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
の
特
例
（
第
十
五
条

の
六
） 

第
八
章　

入
港
料
を
徴
収
さ
れ
な
い
船
舶
（
第
十
六
条
） 

第
九
章　

国
土
交
通
大
臣
が
す
る
港
湾
工
事
等 

第
一
節　

港
湾
管
理
者
の
権
限
及
び
高
度
港
湾
工
事
の
代
行
（
第
十
六
条

の
二
―
第
十
六
条
の
六
） 

第
二
節　

直
轄
工
事
に
よ
つ
て
生
じ
た
港
湾
施
設
の
管
理
の
委
託
（
第
十

七
条
―
第
十
七
条
の
九
） 

第
十
章　

緊
急
確
保
航
路
（
第
十
七
条
の
十
） 

第
十
一
章　

港
湾
区
域
の
定
め
の
な
い
港
湾
の
利
用
又
は
保
全
に
支
障
を
与

え
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
（
第
十
八
条
） 
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第
十
二
章　

港
湾
の
施
設
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
（
第
十
九
条
―
第
二
十

条
） 

第
十
三
章　

雑
則
（
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
） 

附
則

第
一
章　

国
際
戦
略
港
湾
等

第
一
章　

重
要
港
湾
等

第
一
条
～
第
一
条
の
三　

（
略
）

第
一
条
～
第
一
条
の
三　

（
略
）

第
二
章　

港
湾
計
画

（
新
設
）

（
削
る
） 

（
港
湾
計
画
） 

第
一
条
の
四　

（
略
）

第
一
条
の
四　

（
略
）

第
三
章　

港
務
局
の
債
務

（
新
設
）

 

（
国
内
産
業
の
開
発
上
特
に
重
要
な
港
湾
） 

第
一
条
の
五　

法
第
十
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
債
務
は
、
借
入
金
に
係
る

第
一
条
の
五　

法
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
港
湾
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
と

債
務
で
あ
つ
て
、
そ
の
借
入
期
間
が
一
年
を
超
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

（
削
る
）

第
二
章　

特
定
用
途
港
湾
施
設
等

第
四
章　

港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け

（
新
設
）

第
一
節　

特
定
用
途
港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け

（
新
設
）

第
二
条
～
第
八
条　

（
略
）

第
二
条
～
第
八
条　

（
略
）

第
二
節　

特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
改
良
に
係
る
資
金
の
貸

（
新
設
） 

付
け
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第
九
条
～
第
九
条
の
三　

（
略
）

第
九
条
～
第
九
条
の
三　

（
略
）

第
三
節　

埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
資
金
の

（
新
設
）

貸
付
け

第
十
条
・
第
十
一
条　

（
略
）

第
十
条
・
第
十
一
条　

（
略
）

（
削
る
）

第
三
章　

雑
則

 

（
港
務
局
の
債
務
） 

第
十
二
条　

削
除

第
十
二
条　

法
第
十
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
債
務
は
、
借
入
金
に
係
る
債

務
で
あ
つ
て
、
そ
の
借
入
期
間
が
一
年
を
こ
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章　

港
湾
区
域
内
の
工
事
等
の
許
可
及
び
臨
港
地
区
内
に
お
け
る

（
新
設
）

行
為
の
届
出
等

第
十
三
条
～
第
十
五
条
の
四　

（
略
）

第
十
三
条
～
第
十
五
条
の
四　

（
略
）

第
六
章　

港
湾
環
境
整
備
負
担
金
の
負
担
の
基
準

（
新
設
）

（
削
る
） 

（
港
湾
環
境
整
備
負
担
金
の
負
担
の
基
準
） 

 
 

第
十
五
条
の
五　

（
略
）

第
十
五
条
の
五　

（
略
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）

第
七
章　

国
派
遣
職
員
に
係
る
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
の
特
例

（
新
設
） 

（
削
る
） 

（
国
派
遣
職
員
に
係
る
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
の
特
例
） 

第
十
五
条
の
六　

（
略
）

第
十
五
条
の
六　

（
略
）
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第
八
章　

入
港
料
を
徴
収
さ
れ
な
い
船
舶

（
新
設
）

（
削
る
） 

（
入
港
料
を
徴
収
さ
れ
な
い
船
舶
） 

第
十
六
条　

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
船
舶
は

第
十
六
条　

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
但
書
の
政
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
左

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
六　

（
略
）

一
～
六　

（
略
）

第
九
章　

国
土
交
通
大
臣
が
す
る
港
湾
工
事
等

（
新
設
）

第
一
節　

港
湾
管
理
者
の
権
限
及
び
高
度
港
湾
工
事
の
代
行

（
新
設
）

（
直
轄
工
事
に
係
る
港
湾
管
理
者
の
権
限
の
代
行
） 

 

第
十
六
条
の
二　

法
第
五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
港

（
新
設
） 

湾
管
理
者
に
代
わ
つ
て
行
う
権
限
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一　

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
与
え
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の

 

規
定
に
よ
り
当
該
許
可
に
必
要
な
条
件
を
付
し
、
又
は
法
第
五
十
六
条
の

 

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
を
取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し

 

、
当
該
条
件
を
変
更
し
、
若
し
く
は
新
た
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
。 

 

二　

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
法
第
五
十
六
条

 

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
じ
、
又
は
同

 

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
措
置
を
自
ら
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
命
じ

 

た
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
し
た
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
。 

 

三　

法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第

 

一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

 

四　

法
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
港
湾
工
事
の
施
行
及
び
費
用
の
負

 

担
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
。 

 

五　

法
第
五
十
六
条
の
五
第
一
項
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る

 

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員

 

に
立
入
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
。 
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２　

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
を
港
湾
管
理
者
に
代
わ
つ

て
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
権
限
の
代
行
に
係
る
港
湾
の
名
称
及
び
区
域
、

代
行
す
る
権
限
並
び
に
権
限
の
代
行
の
開
始
の
日
を
官
報
に
よ
り
公
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
限
の
代
行
の
全
部
又
は
一
部
を
終
了
し
よ
う
と
す
る

と
き
も
、
権
限
の
代
行
の
開
始
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の

と
す
る
。 

３　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
を

港
湾
管
理
者
に
代
わ
つ
て
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
港

湾
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
三　

法
第
五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
一
項
第
一
号

（
新
設
）

又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
港
湾
管
理
者
の
権
限
を
国
土
交
通
大
臣
が
代
わ
つ
て

行
う
場
合
に
お
け
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

る
。 

  

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第　

四　

欄
  

水
産
資
源

第
二
十
二

つ
い
て
港
湾

つ
い
て
港
湾
管
理
者
若
し
く

 

保
護
法
（

条
第
五
項

管
理
者

は
国
土
交
通
大
臣

 

昭
和
二
十

 

六
年
法
律

 

第
三
百
十

 

三
号
）

  

地
す
べ
り

第
四
十
八

港
湾
管
理
者

港
湾
管
理
者
又
は
国
土
交
通

 

等
防
止
法

条
第
二
項

大
臣

 

（
昭
和
三

 

十
三
年
法
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律
第
三
十

 
号
）

  

急
傾
斜
地

第
十
二
条

港
湾
管
理
者

港
湾
管
理
者
若
し
く
は
国
土

 

の
崩
壊
に

第
三
項

交
通
大
臣

 

よ
る
災
害

 

の
防
止
に

 

関
す
る
法

 

律
（
昭
和

 

四
十
四
年

 

法
律
第
五

 

十
七
号
）

 

２　

法
第
五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
港

湾
管
理
者
の
権
限
を
国
土
交
通
大
臣
が
代
わ
つ
て
行
う
場
合
に
お
け
る
法
第

五
十
六
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
同
号
イ
」

と
あ
る
の
は
、
「
同
号
イ
又
は
ハ
（
第
三
十
七
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
」
と
す
る
。

（
高
度
港
湾
工
事
の
代
行
に
係
る
港
湾
施
設
） 

 

第
十
六
条
の
四　

法
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
は

（
新
設
）

、
水
域
施
設
、
外
郭
施
設
、
係
留
施
設
及
び
臨
港
交
通
施
設
（
駐
車
場
及
び

ヘ
リ
ポ
ー
ト
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
高
度
港
湾
工
事
に
係
る
港
湾
管
理
者
の
権
限
の
代
行
） 

 

第
十
六
条
の
五　

法
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣

（
新
設
）

が
港
湾
管
理
者
に
代
わ
つ
て
行
う
権
限
は
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

２　

第
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
六
条
の
三
の
規
定
は
、

国
土
交
通
大
臣
が
法
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
管
理
者
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の
権
限
を
代
わ
つ
て
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
高
度
港
湾
工
事
の
代
行
に
係
る
公
示
） 

 

第
十
六
条
の
六　

法
第
五
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に

（
新
設
）

掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

一　

高
度
港
湾
工
事
の
代
行
に
係
る
港
湾
の
名
称 

二　

高
度
港
湾
工
事
の
代
行
に
係
る
港
湾
の
区
域 

三　

高
度
港
湾
工
事
の
代
行
の
開
始
の
日 

２　

法
第
五
十
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

一　

高
度
港
湾
工
事
の
代
行
の
全
部
又
は
一
部
を
完
了
し
た
港
湾
の
名
称 

二　

高
度
港
湾
工
事
の
代
行
の
全
部
又
は
一
部
を
完
了
し
た
港
湾
の
区
域 

三　

高
度
港
湾
工
事
の
代
行
の
全
部
又
は
一
部
を
完
了
し
た
日

第
二
節　

直
轄
工
事
に
よ
つ
て
生
じ
た
港
湾
施
設
の
管
理
の
委
託

（
新
設
）

第
十
七
条
～
第
十
七
条
の
九　

（
略
）

第
十
七
条
～
第
十
七
条
の
九　

（
略
）

第
十
章　

緊
急
確
保
航
路

（
新
設
）

（
削
る
） 

（
緊
急
確
保
航
路
） 

第
十
七
条
の
十　

法
第
五
十
五
条
の
三
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
確
保
航

第
十
七
条
の
十　

法
第
五
十
五
条
の
三
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
確
保
航

路
の
区
域
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

路
の
区
域
は
、
別
表
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
一
章　

港
湾
区
域
の
定
め
の
な
い
港
湾
の
利
用
又
は
保
全
に
支
障

（
新
設
）

を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

（
削
る
） 

（
港
湾
区
域
の
定
め
の
な
い
港
湾
の
利
用
又
は
保
全
に
支
障
を
与
え
る
お
そ

 

れ
の
あ
る
行
為
） 

第
十
八
条　

（
略
）

第
十
八
条　

（
略
）
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第
十
二
章　

港
湾
の
施
設
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

（
新
設
）

（
技
術
基
準
対
象
施
設
） 

（
港
湾
の
施
設
） 

第
十
九
条　

（
略
）

第
十
九
条　

（
略
）

第
十
九
条
の
二
～
第
二
十
条　

（
略
）

第
十
九
条
の
二
～
第
二
十
条　

（
略
）

第
十
三
章　

雑
則

（
新
設
）

第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条　

（
略
）

第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条　

（
略
）

附　

則

附　

則

（
施
行
期
日
） 

（
新
設
） 

 
 

１　

（
略
）

１　

（
略
）

（
法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
の
国
の
貸
付
金
及
び
同
項
の
国
の
貸
付
け
に

（
新
設
） 

係
る
港
湾
管
理
者
の
貸
付
金
の
償
還
方
法
の
特
例
） 

 

２　

（
略
） 

２　

（
略
） 

（
国
内
産
業
の
開
発
上
特
に
重
要
な
港
湾
） 

 

３　

法
附
則
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
国
内
産
業
の
開
発
上
特
に
重
要
な
港
湾

（
新
設
） 

は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

  
  

都
道
府
県

  
  

神 

奈 

川

横
須
賀

  
  

京　
　

都

舞
鶴

  
  

広　
　

島

呉
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福　
　

岡

苅
田

  
  

長　
　

崎

佐
世
保

  
 

（
法
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
国
の
貸
付
金
の
償
還
期
間
等
） 

（
新
設
） 

４　

（
略
） 

３　

（
略
） 

５　

前
項
の
期
間
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用

４　

前
項
の
期
間
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用

に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年

に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年

法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ

法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ

る
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項

る
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定
（
以
下
「
貸
付
決
定
」
と
い
う
。
）
ご
と
に

の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定
（
以
下
「
貸
付
決
定
」
と
い
う
。
）
ご
と
に

、
当
該
貸
付
決
定
に
係
る
法
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

、
当
該
貸
付
決
定
に
係
る
法
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

国
の
貸
付
金
（
次
項
及
び
附
則
第
七
項
に
お
い
て
「
国
の
貸
付
金
」
と
い
う

国
の
貸
付
金
（
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
国
の
貸
付
金
」
と
い
う
。
）

。
）
の
交
付
を
完
了
し
た
日
（
そ
の
日
が
当
該
貸
付
決
定
が
あ
つ
た
日
の
属

の
交
付
を
完
了
し
た
日
（
そ
の
日
が
当
該
貸
付
決
定
が
あ
つ
た
日
の
属
す
る

す
る
年
度
の
末
日
の
前
日
以
後
の
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の
末
日

年
度
の
末
日
の
前
日
以
後
の
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の
末
日
の
前

 
 

の
前
々
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
。

々
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
。

６
～

　

（
略
） 

５
～
９　

（
略
） 

10

　

法
附
則
第
十
九
項
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　

法
附
則
第
十
九
項
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

11

10

 
 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

三　

国
の
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
は
、
附
則
第
九
項
第
一
号
の
工
事

三　

国
の
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
は
、
附
則
第
八
項
第
一
号
の
工
事

実
施
計
画
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
及
び
港
湾
管
理

実
施
計
画
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
及
び
港
湾
管
理

者
の
、
同
項
第
二
号
の
事
業
計
画
又
は
同
項
第
三
号
の
資
金
計
画
を
変
更

者
の
、
同
項
第
二
号
の
事
業
計
画
又
は
同
項
第
三
号
の
資
金
計
画
を
変
更

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

 
 

い
こ
と
。

い
こ
と
。

 
 

四　

（
略
）

四　

（
略
）

　

（
略
）

　

（
略
）

12

11

（
削
る
） 

別
表
第
四
（
第
一
条
の
五
関
係
） 
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都　

道 

 

府　

県

神
奈
川

横
須
賀

京　

都

舞
鶴

広　

島

呉

福　

岡

苅
田

長　

崎

佐
世
保

別
表
第
四
（
第
十
七
条
の
十
関
係
） 

別
表
第
五
（
第
十
七
条
の
十
関
係
） 

（
略
）

（
略
）
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○　

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
港
湾
工
事
に
係
る
負
担
の
特
例
及
び
港
湾
管
理
者
の
権
限
の
代
行
） 

（
港
湾
工
事
に
係
る
負
担
の
特
例
） 

 
 

第
三
十
五
条　

（
略
）

第
三
十
五
条　

（
略
）

 
 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

３　

法
第
百
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
港
湾
管
理
者
に
代
わ

（
新
設
） 

っ
て
行
う
権
限
は
、
港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
第
十

 

六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

４　

港
湾
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
六
条
の

（
新
設
） 

三
の
規
定
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
法
第
百
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
管

 

理
者
の
権
限
を
代
わ
っ
て
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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○　

広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
項
関
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

附　

則

附　

則

 
 

１　

（
略
）

１　

（
略
）

２　

法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

２　

法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
六
項
又
は
港
湾
法
附
則
第
十
二
項
の
政
令
で
定

関
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
六
項
又
は
港
湾
法
附
則
第
十
二
項
の
政
令
で
定

め
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行

め
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
附
則
第
三
条
第
四
項
又
は
港
湾
法
施

令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
附
則
第
三
条
第
四
項
又
は
港
湾
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
償
還
期

行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
償
還
期

限
を
繰
り
上
げ
て
償
還
を
行
つ
た
場
合
と
す
る
。

限
を
繰
り
上
げ
て
償
還
を
行
つ
た
場
合
と
す
る
。
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○　

地
価
税
法
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
百
七
十
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
項
関
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
非
課
税
と
さ
れ
る
土
地
等
の
範
囲
等
）

（
非
課
税
と
さ
れ
る
土
地
等
の
範
囲
等
）

 
 

第
六
条　

（
略
）

第
六
条　

（
略
）

 
 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

４　

法
別
表
第
一
第
十
九
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
各
号

４　

法
別
表
第
一
第
十
九
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
業
（
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六

に
掲
げ
る
事
業
（
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六

十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
（
機
構
の
業
務

十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
（
機
構
の
業
務

の
特
例
）
の
規
定
に
よ
る
無
利
子
の
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
行
わ
れ
る
事

の
特
例
）
の
規
定
に
よ
る
無
利
子
の
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
行
わ
れ
る
事

業
の
う
ち
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
二
項
（

業
の
う
ち
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
二
項
（

定
義
）
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て

定
義
）
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号

は
、
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号

（
定
義
）
に
掲
げ
る
民
間
都
市
開
発
事
業
に
限
る
。
）
と
し
、
同
表
第
十
九

（
定
義
）
に
掲
げ
る
民
間
都
市
開
発
事
業
に
限
る
。
）
と
し
、
同
表
第
十
九

号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
処
分
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分

号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
処
分
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分

 
 

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
処
分
と
す
る
。

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
処
分
と
す
る
。

 
 

一
～
八　

（
略
）

一
～
八　

（
略
）

九　

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
附
則
第
九
項
（
港
湾

九　

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
附
則
第
八
項
（
港
湾

施
設
の
建
設
又
は
改
良
の
工
事
）
の
港
湾
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
行
う

施
設
の
建
設
又
は
改
良
の
工
事
）
の
港
湾
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
行
う

同
令
附
則
第
十
項
に
規
定
す
る
係
留
施
設
、
臨
港
交
通
施
設
（
道
路
、
鉄

同
令
附
則
第
九
項
に
規
定
す
る
係
留
施
設
、
臨
港
交
通
施
設
（
道
路
、
鉄

道
及
び
軌
道
に
限
る
。
）
、
港
湾
公
害
防
止
施
設
、
海
洋
性
廃
棄
物
処
理

道
及
び
軌
道
に
限
る
。
）
、
港
湾
公
害
防
止
施
設
、
海
洋
性
廃
棄
物
処
理

 
 

施
設
又
は
港
湾
環
境
整
備
施
設
の
建
設
の
工
事　

当
該
承
認

施
設
又
は
港
湾
環
境
整
備
施
設
の
建
設
の
工
事　

当
該
承
認

 
 

十　

（
略
）

十　

（
略
）

５
～
７　

（
略
）

５
～
７　

（
略
）
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